
議案第２０号

杉並区立産業商工会館条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立産業商工会館条例の一部を改正する条例

杉並区立産業商工会館条例（昭和４０年杉並区条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。

第５条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条第１項を削り、同条第

２項中「利用料金」を「使用料」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中

「利用料金」を「使用料」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「利用料

金」を「使用料」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１項を加える。

４ 使用料は、使用するときまでに納付しなければならない。ただし、これにより

難い場合は、規則で定めるところによる。

第５条第５項を削る。

第６条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「指定管理者は、規

則で定めるところにより、利用料金」を「区長は、特別の事由があると認めるとき

は、使用料」に改める。

第７条の見出し及び同条中「利用料金」を「使用料」に改め、同条ただし書中

「指定管理者は、規則で定めるところにより」を「区長は、特別の事由があると認

めるときは」に改める。

第１５条から第２０条までを削り、第２１条を第１５条とする。

附則第２項並びに附則別表第１及び附則別表第２中「利用料金」を「使用料」に

改める。

別表第１及び別表第２中「、第１７条」を削り、「利用料金」を「使用料」に改

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



（提案理由）

指定管理者制度に係る規定を削除する等の必要がある。
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杉並区立産業商工会館条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

（使用料 等） （利用料金等）

第５条 第５条 第３条の承認を受けたものは、

指定管理者（第１５条に規定する指定

管理者をいう。以下この条から第７条

までにおいて同じ。）に利用料金を使

用するときまでに納付しなければなら

ない。ただし、これにより難い場合

は、規則で定めるところによる。

会館の施設及びその使用料 は、別 ２ 会館の施設及びその利用料金は、別

表第１のとおりとする。 表第１のとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第 ３ 前項の規定にかかわらず、第３条第

１号及び第２号に規定するもの（以下 １号及び第２号に規定するもの（以下

「産業団体等」という。）が使用する 「産業団体等」という。）が使用する

場合における会館の施設及びその使用 場合における会館の施設及びその利用

料 は、別表第２のとおりとする。 料金は、別表第２のとおりとする。

３ 会館の附帯設備及び器具並びにそれ ４ 会館の附帯設備及び器具並びにそれ

らの使用料 は、規則で定める。 らの利用料金は、規則で定める。

４ 使用料は、使用するときまでに納付

しなければならない。ただし、これに

より難い場合は、規則で定めるところ

による。

５ 利用料金は、指定管理者の収入とす

る。

（使用料 の減免） （利用料金の減免）

第６条 区長は、特別の事由があると認 第６条 指定管理者は、規則で定めると

資 料
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めるときは、使用料 を減額し、又は ころにより、利用料金を減額し、又は

免除することができる。 免除することができる。

（使用料 の不還付） （利用料金の不還付）

第７条 既に納付した使用料 は、還付 第７条 既に納付した利用料金は、還付

しない。ただし、区長は、特別の事由 しない。ただし、指定管理者は、規則

があると認めるときは、その全部又は で定めるところにより、その全部又は

一部を還付することができる。 一部を還付することができる。

（指定管理者による管理）

第１５条 区長は、会館の設置の目的を

効果的に達成するため必要があると認

めるときは、法人その他の団体であつ

て区長が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に、会館の管理の業

務のうち次に掲げるもの（以下「管理

の業務」という。）を行わせることが

できる。

(１) 第３条の規定により、会館の施

設等の使用を承認すること。

(２) 第４条の規定により、同条各号

のいずれかに該当すると認めたとき

に、会館の施設等の使用を承認しな

いこと。

(３) 第１０条の規定により、同条第

１号若しくは第２号に該当すると

き、又は指定管理者が必要と認めた

ときに、会館の施設等の使用条件の

変更又はその使用の停止若しくは使

用の承認の取消しをすること。

(４) 会館の施設等の維持管理（大規
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模の修繕を除く。）に関する業務

(５) 前各号に掲げるもののほか、区

長が必要と認める業務

（管理の業務を行うことができない法人

等）

第１５条の２ 区議会議員が無限責任社

員、取締役、執行役若しくは監査役又

はこれらに準ずべき者、支配人及び清

算人（以下この条において「無限責任

社員等」という。）となつている法人

その他の団体は、指定管理者として管

理の業務を行うことができない。

２ 区長又は副区長が無限責任社員等と

なつている法人その他の団体（区が資

本金、基本金その他これらに準ずるも

のの２分の１以上を出資しているもの

を除く。次項において同じ。）は、指

定管理者として管理の業務を行うこと

ができない。

３ 杉並区教育委員会の教育長若しくは

委員、杉並区選挙管理委員会の委員、

杉並区監査委員又は杉並区農業委員会

の委員（以下この項において「委員

等」という。）が無限責任社員等とな

つている法人その他の団体は、委員等

のそれぞれの職務に関し、指定管理者

として管理の業務を行うことができな

い。

（指定管理者の指定）

資 料
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第１６条 区長は、指定管理者を指定し

ようとするときは、規則で定める方法

によるものとする。

２ 指定管理者としての指定を受けよう

とするものは、規則で定めるところに

より、区長に申請しなければならな

い。

３ 区長は、前項の規定による申請があ

つたときは、次に掲げる基準により最

も適切な管理を行うことができると認

めるものを区議会の議決を経て指定管

理者に指定するものとする。

(１) 管理の業務について相当の知識

を有し、かつ、当該業務を安定して

行う能力を有すること。

(２) 関係法令及び条例の規定を遵守

し、適正かつ効率的な管理運営がで

きること。

(３) 会館の効用を最大限に発揮する

とともに、産業の振興発展を図るこ

とができること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、区

長が別に定める基準

（指定管理者の指定の取消し等）

第１７条 区長は、指定管理者が次の各

号のいずれかに該当するときは、前条

第３項の規定による指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部若

しくは一部の停止を命ずることができ
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る。

(１) 管理の業務又は経理の状況に関

する区長の指示に従わないとき。

(２) 前条第３項各号に掲げる基準を

満たさなくなつたと認めるとき。

(３) 前２号に掲げるもののほか、当

該指定管理者による管理を継続する

ことが適当でないと認めるとき。

２ 前項の規定により指定管理者の指定

を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部（利用料金の

収受を含む場合に限る。）の停止を命

じた場合等で、区長が臨時に会館の管

理運営を行うときに限り、新たに指定

管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、区長は、別表第

１及び別表第２に定める額並びに第５

条第４項の規定により規則で定める額

の範囲内において、区長が定める使用

料を徴収する。

３ 前項の場合にあつては、第５条第１

項、第６条及び第７条の規定を準用す

る。この場合において、第５条第１項

中「指定管理者（第１５条に規定する

指定管理者をいう。以下この条から第

７条までにおいて同じ。）」とあるの

は「区長」と、「利用料金」とあるの

は「使用料」と、第６条及び第７条中

「利用料金」とあるのは「使用料」
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と、「指定管理者」とあるのは「区

長」と、別表第１及び別表第２中「利

用料金」とあるのは「使用料」と読み

替えるものとする。

（指定管理者の告示）

第１８条 区長は、指定管理者を指定

し、若しくは指定を取り消したとき、

又は期間を定めて管理の業務の全部若

しくは一部の停止を命じたときは、遅

滞なくその旨を告示するものとする。

（事業報告書の作成及び提出）

第１９条 指定管理者は、毎年度終了後

（年度の途中において指定を取り消さ

れたときは、その取り消された日以

後）、規則で定めるところにより、管

理の業務に関し事業報告書を作成し、

区長に提出しなければならない。

（協定の締結）

第２０条 区長は、次に掲げる事項につ

いて、指定管理者と協定を締結するも

のとする。

(１) 管理の業務の実施及びその報告

に関する事項

(２) 個人情報の取扱いその他の会館

の管理の基準に関する事項

(３) 前２号に掲げるもののほか、会

館の管理に関し必要な事項

（委任） （委任）

第１５条 略 第２１条 略
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附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ 平成２７年１月１日から平成２９年 ２ 平成２７年１月１日から平成２９年

３月３１日までの間における別に定め ３月３１日までの間における別に定め

るところによりあらかじめ区に登録さ るところによりあらかじめ区に登録さ

れている団体（以下「登録団体」とい れている団体（以下「登録団体」とい

う。）が使用する場合の会館の施設及 う。）が使用する場合の会館の施設及

びその使用料 は、第５条、別表第１ びその利用料金は、第５条、別表第１

及び別表第２の規定にかかわらず、次 及び別表第２の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる区分に応じて、当該各 の各号に掲げる区分に応じて、当該各

号に掲げるとおりとする。 号に掲げるとおりとする。

(１) 平成２７年１月１日から平成２ (１) 平成２７年１月１日から平成２

８年３月３１日までの間における使 ８年３月３１日までの間における使

用 附則別表第１に定める施設及び 用 附則別表第１に定める施設及び

使用料 利用料金

(２) 平成２８年４月１日から平成２ (２) 平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日までの間における使 ９年３月３１日までの間における使

用 附則別表第２に定める施設及び 用 附則別表第２に定める施設及び

使用料 利用料金


